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東中野図書館 個性づくりテーマ展示《第２7 回》国際人権法 

国際人権法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ☆展示期間： 平成２７年 １０月３１日（土） 

         ～平成２7 年 １２月 2４日（木） 

                 

 ☆展示場所：東中野図書館３Ｆ 法務情報コーナー 

 

 ☆問い合わせ：東中野図書館 

     

           中野区東中野１－３５－５ 

           ０３（３３６６）９５８１ 

 

毎年 12月 10 日は「世界人権デー」です。 

1948 年に「世界人権宣言」が採択されたことを記念して、1950

年の国連総会で定められました。国連の加盟国・機関が人権に関す

る行事などをおこないます。 

日本では、12 月 4日～10 日を「人権週間」とし、毎年さまざま

な啓発活動がおこなわれています。 

今回は、世界人権デー・人権週間にちなみ、国際法の一分野であ

る国際人権法について、中心となる条約や宣言をまとめていきたい

と思います。 

 



世界人権宣言 

「国際人権法」は、国際法を母体とはしているものの、国益ではなく人間の利益を最優先としています。 

国際人権法は、世界人権宣言と国際人権規約からなる国際人権章典を中心とし、子どもの権利条約・女性差

別等撤廃条約・人種差別撤廃条約・拷問等禁止条約などの人権条約および、それらを実施するための制度や

手続きの体系をいいます。主な条約等は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フランス革命初期、自由・平等、主権在民、圧制への抵抗、法の支配などを定めた「フランス

人権宣言」が出されました。この宣言はそれ以降、各国でつくられた憲法に影響をあたえまし

た。しかしその後も、第二次世界大戦中のナチスによるユダヤ人の大虐殺など、人権がふみに

じられる事件が生じたことから、さらに進んだ人権宣言がもとめられていました。 

世界人権宣言の起草には、国連人権委員会で

委員長に選出されたアメリカのエレノア・ル

ーズベルトが参加しました。草案は 1948 年

12月に国連総会で採択され、この日を記念し

て 12月 10日は「世界人権デー」に指定され

ています。世界人権宣言には法的拘束力はあ

りませんが、その後、これをもとにさまざま

な人権に関する条約がつくられました。 

前文と本文 30 か条からできているこの宣言

は、すべての国、あらゆる人々にとっての「達

成すべき共通の基準」を示しました。そのな

かには、生命、自由、身体の安全、拷問など

の禁止、思想や表現の自由について述べた

「自由権」の内容や、教育を受ける権利、労

働者の権利、人間らしい背克をする「社会権」

の内容などが記されています。 

国際人権規約 

1948 年に採択された世界人権宣言は、人間の権利について「すべての人民とすべての国民と

が達成すべき共通の基準」を示したものですが、各国に対して法的拘束力をもつものではあり

ませんでした。そこで、その内容に法的拘束力をもたせるため、世界人権宣言をより具体化し

た内容の国際条約をつくることがもとめられていました。 

人権を保障するにあたり、国の介入が必要だ

という考え方と、国の介入による人権侵害を

防ぐ必要があるという考え方があります。条

約の作成にあたり、両者を同時に保障すべき

だとするソ連などに対し、アメリカなどは、

両者の保障の仕方がことなると主張。結局 2

つの規約と選択議定書がつくられ、国際人権

規約が 1966年の国連総会で採択されました。 

加盟国の政府は、社会権規約では労働、社会

保障、生活、教育などの経済的・社会的・文

化的権利を保障することとされています。一

方、自由権規約では、身体の自由と安全、移

動の自由、思想・良心の自由、差別の禁止、

法の下の平等などの市民的・政治的権利を保

障し、加盟国はそれぞれの権利の実現をすぐ

に達成する義務を負うこととされています。 



子どもの権利条約 

拷問等禁止条約

  

女性差別撤廃条約 

人種差別撤廃条約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用文献：『ニュースに出てくる国際条約じてん』彩流社 

日本はこの条約に 1985年に加盟しましたが、

加盟にあたりいくつかの法律を改正する必要

がありました。当時、日本には働く条件につ

いての男女平等規定がなく、実際に雇用や昇

給をめぐり差別がありました。1985年、男女

雇用機会均等法が制定され、日本にとって労

働機会における男女平等の実現にむけ大きな

一歩をふみだした年になりました。 

日本とのかかわり 

日本とのかかわり 

日本はこの条約に 1990 年に署名し、1994 年

に批准しています。それ以来、各自治体が子

どもの権利に関する条例をつくるなどして、

子どもの権利を守る取りくみがおこなわれて

きました。また日本は、海外の子どもたちへ

の支援活動を積極的におこない、ユニセフな

どへの寄付金額はほかの先進国とくらべても

かなり多くなっています。ところが日本国内

でも、いまだに虐待や体罰、差別などの問題

が解消されていない状況が続いています。 

この条約では 18歳未満を「子ども」と定義し、

子どものもつ次の 4 つの権利を柱にして、こ

れを守ることを加盟国にもとめています。 

▶ 生きる権利：健康にうまれ、十分な 

水や栄養があって健康に成長する 

▶ 守られる権利：差別や虐待などから 

守られる 

▶ 育つ権利：教育を受け、自分らしく 

生きる 

▶ 参加する権利：自分の意見をもって 

社会に参加する 

この条約は、女性に対する差別の定義を定め

ています。その上で加盟国に対し、政治への

参加、教育、雇用など、社会のさまざまな面

で男女が平等にあつかわれるように、差別解

消に向けた適切な行動をとることを義務づけ

ています。また加盟国は、少なくとも 4 年ご

とに、女子差別撤廃委員会へ活動実績を報告

することとされています。 

1987年に発効したこの条約では、拷問や人間

の尊厳を傷つけるあつかい・刑罰を防ぐこと

を加盟国にもとめ、これを刑事上の犯罪とし

て刑罰を課すことなどを定めています。また、

加盟国に対し、批准から 1 年以内に、国連の

拷問禁止委員会に条約の実施状況を報告し、

以後 4 年ごとにあらたな報告をすることをも

とめています。 

この条約は、国連憲章や世界人権宣言の精神

にもとづき、人種差別の撤廃をめざしたもの

です。この条約における人種差別とは、人種、

皮膚の色、世系（先祖代々の血筋）、または出

身民族・種族にもとづいて、自由や権利を制

限することをさします。条約を締結した国は、

人種差別を防止するための措置をとることが

義務づけられました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『今こそ個人通報制度の実現を！』 

特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ／[編] 

    現代人文社 2012 年 

個人通報制度とはどのようなものであり、日本社会にとっていかなる 

意味を持つのか。国連の人権救済システムと個人通報制度の関係、個人 

通報制度の導入をめぐる主な論点、個人通報制度をめぐる日本の現状 

などを解説する。 

 

『国際人権入門』 

横田 洋三／編 富田 麻理ほか／著 

法律文化社 201３年 

国際人権の意味、歴史的形成過程、世界人権宣言のような国際人権章典から、

障がい者、少数者、先住民族などの人権までを体系的に記述。巻末に条約・

略語一覧と参考文献一覧を掲載しています。 

『ぼくのお母さんを殺した大統領をつかまえて。』 

   アムネスティ･インターナショナル日本国際人権法チーム／編 

合同出版 2014 年 

いまこの瞬間も、世界のどこかで、さまざまな国の政府や軍隊、武装勢力に

よる暴力や紛争によって、社会の中で弱い立場の人たちが犠牲になっていま

す。そうした国ぐにの実情と、それと闘う人びと、国際刑事裁判のしくみを

紹介。 
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書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

基本的人権の事件簿 棟居 快行・松井 茂記ほか／著 有斐閣 2015 323.14 キ 

「とも生み」の思想 上田 正昭／著 明石書店 2015 210.04 ウ 

国際条約集 2015年版 奥脇 直也・岩沢 雄司／編集代表 有斐閣 2015 329.09 コ 

ぼくのお母さんを殺した大統領をつかまえて。 
アムネスティ・インターナショナル日本国

際人権法チーム／編 
合同出版 2014 329.6 ボ 

いまこそ知りたい平和への権利 48の Q&A 
平和への権利国際キャンペーン・日本

実行委員会／編著 
合同出版 2014 316.1 イ 

はじめての憲法総論、人権 尾崎 哲夫／著 自由国民社 2014 323.14 オ 

インターネットはなぜ人権侵害の温床になるのか 吉冨 康成／編著 ミネルヴァ書房 2014 547.4 ヨ 

憲法とそれぞれの人権 現代憲法教育研究会／編 法律文化社 2014 323.14 ケ 

心で学ぶ人権 河野 憲一／著 朱鳥社 2014 316.1 コ 

コンパクト学習条約集 芹田 健太郎／編集代表 信山社 2014 329.09 コ 

人権判例から学ぶ憲法 加藤 隆之／著 ミネルヴァ書房 2014 323.143 カ 

人権は二つの顔をもつ 金 泰明／著 トランスビュー 2014 316.1 キ 

人が人らしく生きるために 愛知東邦大学地域創造研究所／編 唯学書房 2013 316.1 ヒ 

知っていますか？人権教育一問一答 森 実／著 解放出版社 2013 375 モ 

国際人権法 甲 ヘボン／著 信山社 2013 329.21 シ 

国際人権入門 横田 洋三／編、富田 麻理ほか／著 法律文化社 2013 329.21 コ 

今こそ個人通報制度の実現を！ ヒューマンライツ・ナウ／編 現代人文社 2012 329.21 イ 

平和と人権 佐藤 潤一／著 晃洋書房 2011 319.8 サ 

ワークアウト国際人権法 Wolfgang Benedek／編 東信堂 2010 329.21 ワ 

人権で世界を変える 30の方法 ヒューマンライツ・ナウ／編 合同出版 2009 316.1 ジ 

いま平和とは 最上 敏樹／著 岩波書店 2006 319.8 モ 

チョムスキー、民意と人権を語る ノーム・チョムスキー／著 集英社 2005 319.5 チ 

【展示図書リスト】 



国際人権法について調べる方に  

１．情報検索のキーワード  

様々な「キーワード」を使うことで、効率的な情報の検索が可能になります。 

  

 国際人権法 ／ 人権 ／ 世界人権宣言 ／ 国際法 ／ 人権侵害 ／ 

 人権問題 ／ 条約 ／ 人権条約 ／ 個人通報制度 ／  

   など 

 

２．図書資料を調べる  

中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で調べてみましょう。 

 

                                                 

                                                 

『中野区立図書館ホームページアドレス』 

                    https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp 

 

              ・・・中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で 

                 調べてみましょう。 

 

 『東京都立図書館統合検索』 

                      http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

              ・・・東京都内の公立図書館の蔵書について一括して検索できます。 

 

 『国立国会図書館』 

                      http://www.ndl.go.jp/ 

              ・・・国会図書館の蔵書について一括して検索できます。 

 

３．雑誌・新聞で調べる  

東中野図書館では、雑誌・新聞は 2 階にございます。 

 

新聞 

  朝日新聞 ／ 産経新聞 ／ 東京新聞 ／ 日経新聞 ／ 毎日新聞 ／ 読売新聞 

 

☆日経新聞縮刷版は過去 10 年分ございます。 

 

雑誌 『ジュリスト』 有斐閣 

   『ｆａｒｏ』 司法の窓 （中央図書館） 

 

 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/
http://www.ndl.go.jp/


 

４．基本的な情報を調べる  

 

●テーマの棚を調べてみましょう。 

分野 分類記号 分野 分類記号 

国際人権法 ３２９．２１ 人権（政治） ３１６．１ 

 

５．用語や事例について調べる  

言葉の意味などを調べてみましょう。 

 

 

『現代用語の基礎知識 ２０１４』 ０３１ ゲ １４ 

      自由国民社 ２01４年 

★インターネットで探す 

 『国際人権規約 ／ 外務省』   

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/ 

 

 

 

 

６．関連機関を活用する  

関連機関で国際人権法・人権に関するさまざまな事を調べてみましょう。 

 

 

『ヒューマンライツ・ナウ』・・・ 

      http://hrn.or.jp/ 

 『アムネスティ日本』・・・ 

   http://www.amnesty.or.jp/ 

『男女共同参画センター』（中野区）・・・ 

   http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/danjo/index.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/
http://hrn.or.jp/
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/143-21.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/143-21.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/143-21.html
http://www.amnesty.or.jp/
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/danjo/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東中野図書館からのお知らせ 

幼稚園・保育園・小学生向け 

１１月４・１１・１８・２５日（水） 

12 月 2・９・１６・２３日（水） 

★毎週水曜日 

午後 3 時 30 分～午後 4 時 

よもよも ０才～３才児向け 

１１月２日（月） 

１２月７日（月） 

★毎月第一月曜日 

午前１１時～１１時３０分 

一般展示：２階エレベーター横 

特別展示：ＹＡコーナー入り口 

児童展示：２階カウンター横 

個性展示：３階書架入り口 

 

 

 

 

 

 

☆12 月 9 日はクリスマス会です。 

第 26 回「災害対策基本法」 

第 25 回「所得税法」 

第 24 回「健康保険法」 

第 23 回「離婚」 


